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平成22年６月23日から７月11日までに町内で転居し　　平成22年６月23日から７月11日までに町内で転居し
た人は、転居前の住所地の投票所（入場券に記載され　た人は、転居前の住所地の投票所（入場券に記載され
ている投票所）で投票することになります。　ている投票所）で投票することになります。
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　�������	
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����身身体に重度の障がいが体に重度の障がいがあり、あり、
投票所で投票することができない人。障がい等級など　投票所で投票することができない人。障がい等級など
にもよりますので、詳しくは選挙管理委員会までお問　にもよりますので、詳しくは選挙管理委員会までお問
い合わせください。　い合わせください。
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��７月７日（水）７月７日（水）
※あらかじめ郵便投票証明書の交付を受ける必要があ　※あらかじめ郵便投票証明書の交付を受ける必要があ
ります。　　ります。
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町選挙管理委員会　町選挙管理委員会　��46-2111（内線380）46-2111（内線380）
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７月11日（日）20：00～・平泉小学校体育館　７月11日（日）20：00～・平泉小学校体育館
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平成２年７月12日以前に生まれ、平成22年　　平成２年７月12日以前に生まれ、平成22年
３月23日以前に平泉町に転入の届け出をして　３月23日以前に平泉町に転入の届け出をして
選挙人名簿に登録されている人　選挙人名簿に登録されている人

投　票　所　名投票区
第 ２ 区 公 民 館第１
戸河内コミュニティセンター第２
４区ふれあいセンター第３
第 ７ 区 公 民 館第４
佐 野 公 民 館第５
平 泉 町 役 場第６
長部地区交流センター第７
平泉町公民館長島分館第８
　　潤いの郷悠悠第９ コミュニティ
センター
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　�������	町選挙管理委員会　�46-2111（内線380）
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立候補の届出書類の作成、ポスターやはがき　立候補の届出書類の作成、ポスターやはがき
の使用方法などについて説明します。立候補をの使用方法などについて説明します。立候補を
予定している人または代理の人は、出席してく予定している人または代理の人は、出席してく
ださい。ださい。
��������７月29日（木） 13：30７月29日（木）　13：30
��������役場２階201会議室役場２階201会議室
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��������８月５日（木） ９：00～12：00８月５日（木）　９：00～12：00
��������役場３階委員会室２役場３階委員会室２
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��������８月17日（火） ８：30～17：00８月17日（火）　８：30～17：00
��������役場２階201会議室役場２階201会議室
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�����住宅周辺、道路、公園などの清掃や除草、
　　　　　花壇の整備など
　※地区や団体で実施する場合は、実施日が異なる
　　ことがあります。この場合の時間・場所等につ
　　いては、行政区や団体の指示に従ってください。
����

　�「燃やすごみ」と「燃やせないごみ」に分別し
　　てください。
　�「指定袋」に入れて「各地区の集積所」に集め
　　てください。

　�一般家庭ごみと区別するため、指定袋にマジッ
　　ク等で「一斉」と記入するなど、一斉清掃ごみ
　　と分かるようにしてください。
����

　　集められたごみは、一関地区広域行政組合が収
　集・運搬します。一般家庭ごみの収集日に合わせ
　て回収しますので、その間、集積所にごみが残っ
　ている場合があります。
�����

　�側溝清掃等による土や泥については回収できま
　　せんので、各地区で処理してください。
　�家庭からのごみは、絶対に出さないようにして
　　ください。
�������世界遺産推進室　�46-2218
　　　　　　　町民福祉課　�46-5562
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　アナログ放送は、通常の放

送が2011年６月末に終了し、

７月１日からの放送終了のお

知らせ画面の表示を経て、７

月24日正午にすべての放送が

終了します。従って、それま

での間に、地上デジタル放送

を視聴するための準備を完了

する必要があります。

　地上デジタル放送を視聴す

るには、①地上デジタル放送
対応のテレビに買い換える②地上デジタルチューナー

を買い足す―といった方法があります。

　テレビの購入については、政府が2010年12月末購入

分までを対象にエコポイントによる支援を行っていま

すので、積極的にご活用ください。

　地デジの準備に当たり「何をすればよいか分からな

い」という方や「テレビを買ったのにデジタル放送を受

信できない」という方には、総務省岩手県テレビ受信者

支援センター（デジサポ岩手）が出前説明会・相談会や

戸別訪問でアドバイスをします。詳しくはデジサポの

ホームページをご覧いただくか、総務省岩手県テレビ
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７月５日からレターボックスによるお知らせが表示されます。（写真左側）

受信者支援センターまでお電話ください。

　また、７月５日からアナログ放送のテレビ画面の上

下にレターボックスと呼ばれる黒い帯が表示されます。
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�デジサポ（総務省テレビ受信者支援センター）　　　

　　http://digisuppo.jp/

�受信環境について　

　　デジサポ岩手　受信窓口　019-651-4381

�相談会・説明会・戸別訪問の申し込み

　　デジサポ岩手　相談会グループ　019-604-2637

　　　平日９：00～18：00


